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漢文墓誌より描く六世紀華北分裂期のソグド人

は
じ
め
に

　

北
朝
期
の
中
国
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
活
動
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
、「
酒

泉
胡
」
と
呼
ば
れ
た
安
諾
槃
陁
が
西
魏
の
使
者
と
し
て
突
厥
に
派
遣
さ
れ
た
事
例
で

あ
ろ
う
。『
周
書
』
突
厥
伝
に
見
え
る
こ
の
一
件
は
、
突
厥
と
中
国
と
の
絹
馬
交
易

の
開
始
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
突
厥
建
国
の
幕
開
き
を
告
げ
る
記
念
碑
的
出

来
事
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た（

1
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
隋
唐
の
母
体
た
る
西
魏
・
北
周
に
お
い
て
は
、
正
史
を
繙
い
て

も
ソ
グ
ド
人
の
活
動
は
こ
の
一
条
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
宮
廷
に
は
び
こ
る

「
恩
倖
」
と
化
し
た
ソ
グ
ド
人
の
姿
を
『
北
斉
書
』
が
伝
え
る
の
と
は
対
照
的
に
、

西
側
の
ソ
グ
ド
人
の
活
動
は
長
ら
く
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原

で
史
氏
墓
群
が
発
掘
さ
れ（

（
（

、
さ
ら
に
二
十
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
太
原
や
西
安

で
北
朝
期
ソ
グ
ド
人
墓
が
相
次
い
で
発
見
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
く
の
漢
文

墓
誌
が
出
土
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
史
料

状
況
は
一
変
し
、
墓

誌
か
ら
得
ら
れ
た
情

報
を
基
に
、
編
纂
史

料
か
ら
ソ
グ
ド
人
が

再
発
見
さ
れ
る
と
い

う
事
態
に
ま
で
至
っ

た
。
表
一
は
ソ
グ
ド

人
墓
誌
の
出
土
状
況

を
示
し
、
表
二
は
墓

誌
が
出
土
し
た
ソ
グ

ド
人
と
歴
史
的
事
件

と
の
関
わ
り
を
生
年

に
照
ら
し
て
一
覧
に

漢
文
墓
誌
よ
り
描
く
六
世
紀
華
北
分
裂
期
の
ソ
グ
ド
人

山
下
将
司

表１　（0世紀～今世紀間　新出ソグド人（西魏・北周系）墓誌
墓主 生没年 墓誌刻年 出土年 出土地

史道徳 613-678 678 　198（ 固原
史索巌 579-656 658 　1985 固原
安   娘 590-661 664 　1985 固原
史訶耽 584-669 670 　1986 固原
史鉄棒 6（3-666 670 　1986 固原
史射勿 544-609 610 　1987 固原
史道洛 591-655 658 　1995 固原
虞   弘 534-59（ 59（ 　1999 太原
安   伽 518-579 579 　（000 西安
史   君 494-579 580 　（003 西安
康   業 51（-571 571 　（004 西安
安元寿 607-683 684 　197（ 礼泉
曹   怡 581-655 655 　（007 汾陽
康子相 59（-657 657 ※（010 洛陽
翟曹明    ? -579? 579 ※（011 靖辺
翟天徳 557-634 634 ※（015 西安

本人ないし祖先の事績が西魏～唐初にかかる墓誌に限定。網掛けは石見
（016に載録。※は墓誌公刊年を示す。
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し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

出
土
し
た
墓
誌
の
読
解
が
集

中
的
に
行
わ
れ
、
そ
の
集
大

成
と
し
て
二
〇
一
六
年
に
石

見
清
裕
を
編
者
と
す
る
『
ソ

グ
ド
人
墓
誌
研
究
』
が
刊
行

さ
れ
、
筆
者
も
執
筆
の
一
部

を
担
当
し
た
（
石
見

二
〇
一
六
）。当
書
は
、北
朝
・

唐
初
間
の
ソ
グ
ド
人
墓
誌

十
一
点
と
ソ
グ
ド
語
墓
誌
一

点
に
対
す
る
訳
注
を
載
録
し

た
も
の
で
、西
魏
・
北
周
・
隋
・

唐
と
い
う
長
安
政
権
下
に

在
っ
た
ソ
グ
ド
人
の
全
体
像

解
明
を
試
み
て
い
る
。
当
書

を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
墓

誌
読
解
の
成
果
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
が
、
商
人
で
も
な

く
「
ソ
グ
ド
系
突
厥
」（
突

厥
の
勢
力
圏
に
移
住
し
て
騎

馬
遊
牧
民
化
し
た
ソ
グ
ド

人（
3
（

。）
で
も
な
い
「
第
三
の

ソ
グ
ド
人
」、
す
な
わ
ち
軍

人
と
し
て
の
ソ
グ
ド
人
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
第
三
の
ソ
グ

ド
人
」
に
つ
い
て
、
石
見
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
た
。「
唐
建
国
よ
り
も
前
に
華
北

に
移
住
し
、
長
安
な
ど
都
市
部
で
は
外
来
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
地
方
で
は
各
地
に

コ
ロ
ニ
ー
を
形
成
。
不
安
定
な
政
局
の
た
め
に
自
ら
の
郷
兵
組
織
を
も
ち
、
そ
れ
が

国
家
軍
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
遂
に
は
唐
の
建
国
に
ま
で
関
わ
っ
た
ソ
グ
ド
人
」

で
あ
る
、
と（

4
（

。
こ
の
新
た
な
ソ
グ
ド
人
像
の
発
見
に
よ
り
、
唐
の
成
立
と
は
、
五
胡

諸
族
だ
け
で
な
く
、
ソ
グ
ド
を
も
巻
き
込
ん
だ
民
族
の
う
ね
り
の
中
か
ら
生
じ
た
現

象
と
見
る
べ
き
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
右
の
「
第
三
の
ソ
グ
ド
人
」
の
概
念
に
は
問
題
点
も
指
摘
し
う
る
。
か

つ
て
谷
川
道
雄
が
論
じ
た
よ
う
に
、
北
朝
時
代
後
期
に
は
各
地
に
漢
人
の
郷
兵
集
団

が
澎
湃
と
し
て
現
れ
、
や
が
て
西
魏
・
北
周
の
中
央
軍
へ
と
編
成
さ
れ
て
い
っ
た（

5
（

。

ま
た
、
近
年
、
平
田
陽
一
郎
は
、
西
魏
・
北
周
に
よ
る
郷
兵
集
団
の
結
集
が
あ
ら
ゆ

る
種
族
を
対
象
と
し
て
い
た
と
指
摘
し
た（

6
（

。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
に
基
づ
け
ば
、
ソ
グ

ド
人
は
戦
力
と
し
て
あ
ま
り
に
少
数
で
あ
り
、
漢
人
や
そ
の
他
の
郷
兵
集
団
の
中
に

埋
没
す
る
し
か
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
隋
末
唐
初
期

に
お
け
る
武
威
安
氏
の
活
躍
な
ど
、
彼
ら
が
集
団
の
規
模
か
ら
は
推
し
量
り
が
た
い

事
績
を
残
し
た
こ
と
も
周
知
で
あ
ろ
う（

7
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
は
た
し
て
彼
ら
長
安
政

権
下
の
ソ
グ
ド
人
の
特
質
を
軍
人
と
限
定
し
、
そ
の
他
の
要
素
、
例
え
ば
、
商
人
と

の
二
面
性
や
流
動
性
に
つ
い
て
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
上

す
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ソ
グ
ド
人
墓
誌
群
に
見
え
る
二
つ
の
特
徴
的
な
傾
向
、
す
な

わ
ち
、
①
唐
の
初
期
に
お
け
る
家
業
へ
の
回
帰
と
、
②
西
魏
・
北
周
期
に
見
え
る
「
薩

保
の
別
地
就
任
」
を
手
が
か
り
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

な
お
、
編
纂
史
料
の
引
用
に
は
訓
読
を
、
墓
誌
史
料
の
引
用
に
は
和
訳
を
併
せ
て

提
示
す
る
。

表２　北朝時代生誕ソグド人（西魏・北周）と歴代事件

生没年 北魏分裂 北周成立 北斉滅亡 隋建国 隋再統一 煬帝即位 唐建国 玄武門変
535 557 577 581 589 604 618 6（6

翟曹明  ?  -579 40代？ 70代？ 90代？ 没
史　君 494-579 4（ 54 74 没
康　業 51（-571 （4 46 没
安　伽 518-579 18 40 60 没
虞　弘 534-59（ （ （4 44 48 56 没
史射勿 544-609 14 34 38 46 61 没
翟天徳 557-634 1 （1 （5 33 48 5（ 60
史索巌 579-656 3 11 （6 40 48
曹　怡 581-655 1 9 （4 38 46
史訶耽 584-669 5 （0 34 4（
史道洛 591-655 11 （5 33
康子相 59（-657 1（ （6 34
安元寿 607-683 11 19

人名ゴチックは武官としての事績があることを、また、年齢の斜体はその事件への関与を示す。



43

漢文墓誌より描く六世紀華北分裂期のソグド人

一
、
軍
人
と
し
て
の
ソ
グ
ド
人

　
（
一
）
西
魏
二
十
四
軍
制
と
ソ
グ
ド
人

　

は
じ
め
に
墓
誌
読
解
の
成
果
と
し
て
浮
上
し
た
「
第
三
の
ソ
グ
ド
人
」
す
な
わ
ち

軍
人
と
し
て
の
ソ
グ
ド
人
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
彼
ら
の
多
く
は
西
魏
で
施
行
さ
れ

た
二
十
四
軍
制
の
軍
府
官
と
し
て
現
れ
る
の
で
、
ご
く
簡
単
に
二
十
四
軍
制
の
成
り

立
ち
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

西
魏
は
建
国
当
初
よ
り
東
魏
に
対
し
て
軍
事
的
劣
勢
に
あ
っ
た
が
、
大
統
九
年

（
五
四
三
）
に
起
こ
っ
た
邙
山
の
戦
い
で
の
敗
北
を
機
に
、
関
隴
地
方
の
土
着
勢
力

を
軍
事
力
と
し
て
取
り
こ
む
施
策
を
開
始
し
た
。
谷
川
道
雄
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
は

「
広
募
豪
右
」
と
「
統
領
郷
兵
」
と
い
う
二
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
。
ま
ず
大
統
九
年

に
始
ま
る
「
広
募
豪
右
」
で
は
、
各
地
の
県
レ
ベ
ル
の
土
豪
層
に
働
き
か
け
て
郷
兵

す
な
わ
ち
郷
里
の
人
か
ら
成
る
軍
団
を
結
成
さ
せ
、
次
に
大
統
十
二
年
（
五
四
六
）

頃
よ
り
現
れ
る
「
統
領
郷
兵
」
で
は
、郡
望
つ
ま
り
郡
レ
ベ
ル
の
名
望
家
た
ち
を
「
郷

帥
」
と
し
て
各
地
に
配
置
し
、土
豪
層
が
結
集
し
た
郷
兵
の
組
織
化
を
進
め
さ
せ
た
。

こ
う
し
て
各
地
で
結
集
さ
れ
た
郷
兵
は
、
大
統
十
六
年
（
五
五
〇
）
ま
で
に
地
方
軍

府
（
儀
同
府
）
へ
と
編
成
さ
れ
、
軍
府
の
長
官
に
は
郡
望
が
、
軍
府
の
属
官
に
は
土

豪
層
た
ち
が
任
じ
ら
れ
、
郷
兵
は
軍
府
軍
団
と
し
て
西
魏
の
中
央
軍
に
組
み
込
ま
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る（

8
（

（
表
三
）。
こ
の
軍
事
体
制
が
北
周
や
隋
の
文
帝
期
、
あ
る
い

は
唐
初
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
表
四
に
示
す
よ
う
に
、
ソ
グ
ド
人
の
漢
文
墓
誌
に
は

こ
の
二
十
四
軍
制
の
軍
府
長
官
や
軍
府
官
に
就
任
し
た
者
が
多
く
見
ら
れ
、
中
に
は

ソ
グ
ド
人
を
軍
団
兵
と
し
て
率
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
事
例
も
見
出
さ
れ
る
。

 

表
三　

西
魏
二
十
四
軍
制
の
成
り
立
ち

→

＝

　

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
る
と
、
①
翟
曹
明
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
中
で
最
も
生
年
が

早
い
と
見
ら
れ
る
人
物
で
（
表
二
参
照
）、
そ
の
墓
誌
に
は
西
魏
軍
に
従
軍
し
て
東

魏
と
戦
っ
た
こ
と
が
見
え
る（

9
（

。

　
　

大
周
大
成
元
年
歳
次
己
亥
三
月
癸
巳
朔
四
月
乙
未
夏
州
天
主
儀
同
翟
君
墓
誌

　
　

 

君
諱
曹
明
、
西
國
人
也
。
祖
宗
忠
烈
、
令
譽
家
邦
。
受
命
來
朝
、
遂
居
恒
夏
。

君
幼
懷
岐
嶷
、
長
有
才
雄
。
咢
咢
當
官
、
恂
恂
郷
邑
。
傷
魏
臷
之
衰
泯
、
慨
臣

下
之
僭
凌
、
是
以
慕
義
從
軍
、
誅
除
亂
逆
。
巨
猾
摧
峰
、
六
軍
振
振
。
寽
賞
既

表
四　

墓
誌
に
見
え
る
主
な
ソ
グ
ド
人
の
軍
府
官
就
任
事
例
（
ゴ
チ
ッ
ク
は
軍
府
長
官
職
）

姓
名

軍
府
官

他
の
官
職

郷
兵
統
率
の
有
無

出
典

①
翟
曹
明
儀
同
（
西
魏
？
北
周
？
）

夏
州
天
主

可
能
性
あ
り

「
翟
曹
明
墓
誌
」

②
安　

伽
大
都
督
（
北
周
）

同
州
薩
保

可
能
性
在
り

「
安
伽
墓
誌
」

③
史
射
勿
都
督
（
北
周
）

可
能
性
あ
り

「
史
射
勿
墓
誌
」

帥
都
督
・
大
都
督
・
驃
騎
将
軍
（
隋
）

④
史
索
巌
鷹
揚
郎
将（
隋
）・
驃
騎
将
軍（
唐
初
）

可
能
性
あ
り

「
史
索
巌
墓
誌
」

⑤
史
大
興
軍
頭
（
唐
初
）

可
能
性
あ
り

「
史
訶
耽
墓
誌
」

⑥
虞　

弘
儀
同
・
領
并
介
代
三
州
郷
団（
北
周
）
検
校
薩
保
府
ソ
グ
ド
郷
兵
を
統
率
「
虞
弘
墓
誌
」

⑦
安
修
仁
大
都
督
（
隋
）

ソ
グ
ド
郷
兵
を
統
率
「
安
修
仁
墓
碑
」

⑧
曹　

遵
薩
保
府
車
騎
将
軍
（
唐
初
）

ソ
グ
ド
郷
兵
を
統
率
「
曹
怡
墓
誌
」
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降
、
威
聲
漸
著
。

　
　

 
大
周
の
大
成
元
年
（
五
七
九
）、
歳
次
己
亥
三
月
癸
巳
朔
、
四
月
乙
未
、
夏
州

天
主
・
儀
同
翟
君
の
墓
誌
。

　
　

 

君
は
諱
を
曹
明
と
い
い
、
西
国
の
人
で
あ
る
。
代
々
の
祖
先
は
忠
義
に
厚
く
、

国
中
で
誉
め
称
え
ら
れ
た
。
天
子
の
命
を
受
け
て
入
朝
し
、
そ
の
ま
ま
恒
夏
の

地
に
住
ん
だ
。
君
は
幼
く
し
て
秀
で
、
長
じ
て
優
れ
た
才
能
を
発
揮
し
た
。
官

職
に
就
い
て
は
直
言
を
憚
ら
ず
、
郷
里
に
あ
っ
て
は
慎
み
深
く
振
る
舞
っ
た
。

魏
の
衰
え
滅
び
行
く
様
に
心
を
痛
め
、
臣
下
（
＝
高
歓
）
が
驕
っ
て
君
主
を
蔑

ろ
に
し
て
い
る
こ
と
に
憤
り
、
こ
こ
に
正
義
を
慕
っ
て
従
軍
し
、
反
逆
者
ど
も

を
誅
殺
し
た
。
大
悪
人
は
矛
先
を
く
じ
か
れ
、天
子
の
軍
は
大
い
に
振
る
っ
た
。

天
子
が
褒
美
を
用
意
し
与
え
る
と
、
威
声
は
次
第
に
高
く
な
っ
た
。

冒
頭
の
誌
題
の
儀
同
は
西
魏
・
北
周
期
の
軍
府
長
官
職
に
該
当
す
る（

（1
（

。
ま
た
、
彼
の

肩
書
き
に
は
夏
州
天
主
と
い
う
の
も
あ
り
、
天
主
は
ソ
グ
ド
聚
落
内
に
設
け
ら
れ
た

官
職
の
一
つ
で
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
神
殿
の
管
理
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

（（
（

。

つ
ま
り
、
翟
曹
明
は
ソ
グ
ド
人
聚
落
の
指
導
層
で
あ
る
と
同
時
に
軍
府
の
長
官
に
も

就
い
て
お
り
、
ソ
グ
ド
人
を
兵
士
と
し
て
率
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
儀
同
を
は
じ
め
と
す
る
軍
府
官
の
多
く
は
、
単
に
位
階
を
示
す
だ
け
の
散
官

の
場
合
も
あ
り
、
こ
の
事
例
も
間
違
い
な
く
ソ
グ
ド
軍
団
を
率
い
た
と
は
即
断
で
き

な
い
。

　

一
方
、
ソ
グ
ド
人
指
導
者
が
ソ
グ
ド
軍
団
を
率
い
た
こ
と
が
明
白
な
事
例
と
し
て

は
、
⑥
虞
弘
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
虞
弘
墓
誌
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

（1
（

。

　
　

 

武
平
既
鹿
喪
綱
頽
、
建
德
遂
蚕
食
關
左
。
収
珠
棄
蜯
、
更
悛
琴
瑟
。
乃
授
使
持

節
、
儀
同
大
將
軍
、
廣
興
縣
開
國
伯
、
邑
六
百
戸
。
體
飾
金
章
、
銜
轡
簪
笏
。

詔
充
可
比
大
使
、
兼
領
郷
團
。
大
象
末
、
左
丞
相
府
、
遷
領
并
代
介
三
州
郷
團
、

檢
校
薩
保
府
。

　
　

 

北
斉
の
後
主
が
皇
帝
の
資
格
を
失
い
綱
紀
が
頽
廃
す
る
と
、
北
周
の
武
帝
は
そ

れ
に
乗
じ
て
関
東
の
地
に
攻
め
入
っ
た
。
武
帝
は
優
れ
た
者
を
登
用
し
無
能
な

者
を
排
除
し
た
の
で
、
公
（
虞
弘
）
は
北
周
の
人
々
と
関
係
を
深
め
る
こ
と
と

な
っ
た
。
使
持
節
・
儀
同
大
将
軍
を
授
け
ら
れ
、
広
興
県
開
国
伯
に
封
じ
ら
れ
、

食
邑
六
百
戸
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
公
は
身
を
金
章
で
飾
り
、
北
周
に
仕

え
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
大
使
に
相
当
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
、郷
団
を
統
領
せ
よ
」

と
の
詔
を
受
け
、
大
象
年
間
（
五
七
九
―
八
一
）
の
末
期
に
は
左
丞
相
府
に
よ

り
転
任
し
て
并
州
・
介
州
・
代
州
の
三
州
の
郷
団
を
統
率
し
、
そ
の
薩
保
府
を

治
め
た
。

虞
弘
は
軍
府
長
官
職
の
儀
同
を
帯
び
る
と
と
も
に
、
三
つ
の
州
の
郷
団
の
統
率
を
命

じ
ら
れ
た
と
あ
る
。
ソ
グ
ド
人
の
虞
弘
に
わ
ざ
わ
ざ
三
州
に
も
わ
た
る
漢
人
郷
兵
軍

団
の
統
率
を
命
じ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
、
彼
は
ソ
グ
ド
人
聚
落
を
統
轄
す
る

官
署
で
あ
る
薩
保
府
も
治
め
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
率
い
た
郷
団
は
ソ
グ
ド
人

聚
落
か
ら
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

　

他
に
も
、
涼
州
（
武
威
）
に
拠
点
を
置
く
有
力
ソ
グ
ド
人
一
族
、
武
威
安
氏
の
⑦

安
修
仁
が
、
隋
代
に
大
都
督
と
い
う
軍
府
官
に
任
じ
ら
れ
、
郷
兵
の
統
率
を
命
じ
ら

れ
た
こ
と
が
彼
の
墓
碑
の
逸
文
に
見
え
る
。
涼
州
に
は
大
規
模
な
ソ
グ
ド
人
聚
落
が

存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
も
ソ
グ
ド
人
指
導
者
が
ソ
グ
ド
人
か
ら
成
る
軍
団
を
統
率
し

た
事
例
だ
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
さ
ら
に
、
介
州
（
現
山
西
省
汾
陽
）
に
住
ん
で
い
た
⑧

曹
遵
と
い
う
ソ
グ
ド
人
が
、
唐
初
に
薩
保
府
の
車
騎
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
車

騎
将
軍
は
当
時
の
軍
府
長
官
職
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
例
は
薩
保
府
の
中

に
軍
府
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
こ
に
属
す
る
軍
兵
は
ソ
グ
ド
人
で

あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る（

（1
（

。
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（
二
）
唐
建
国
へ
の
関
与

　

さ
て
、
単
に
二
十
四
軍
制
の
地
方
軍
府
や
軍
団
を
構
成
し
た
ソ
グ
ド
人
が
存
在
し

た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
特
筆
に
は
値
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
二
十
四
軍

制
は
鮮
卑
や
羌
・
氐
な
ど
広
く
非
漢
人
を
も
組
み
込
ん
で
お
り
、
ソ
グ
ド
人
だ
け
の

特
殊
事
例
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る（

（1
（

。
重
要
な
の
は
、
軍
府
官
に
任
じ
ら
れ
た
ソ
グ
ド

人
や
軍
団
化
を
経
験
し
た
ソ
グ
ド
集
団
が
、
唐
の
建
国
に
ま
で
関
与
し
、
そ
の
支
配

確
立
に
貢
献
し
た
と
も
言
い
う
る
事
績
を
残
し
た
点
に
こ
そ
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な

事
例
が
固
原
の
史
氏
と
武
威
の
安
氏
で
あ
る
。

　

固
原
史
氏
は
、北
朝
時
代
か
ら
唐
代
に
か
け
て
原
州
（
現
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原
）

を
拠
点
と
し
た
ソ
グ
ド
集
団
で
、
薩
保
を
輩
出
し
た
家
系
に
属
す
る
③
史
射
勿
と
い

う
人
物
が
、
北
周
か
ら
隋
に
か
け
て
軍
府
官
お
よ
び
軍
府
長
官
を
歴
任
し
、
数
々
の

征
討
に
従
軍
し
た
。
ま
た
、
固
原
に
は
史
射
勿
と
は
別
の
家
系
の
史
氏
一
族
も
住
ん

で
お
り
、
こ
の
一
族
は
史
射
勿
の
家
系
よ
り
家
格
が
劣
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

一
員
の
④
史
索
巌
も
隋
の
煬
帝
期
か
ら
唐
代
に
か
け
て
軍
府
長
官
を
歴
任
し
て
い

る
。
隋
末
の
乱
で
は
、
固
原
史
氏
は
史
索
巌
の
指
揮
の
下
に
唐
に
敵
対
し
た
軍
閥
・

薛
挙
と
戦
い
、
建
国
間
も
な
い
唐
朝
を
支
援
し
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

一
方
、
武
威
安
氏
で
は
、
安
修
仁
が
隋
末
に
李
軌
と
い
う
人
物
を
擁
立
し
て
涼
州

に
軍
閥
政
権
を
樹
立
す
る
が
、
や
が
て
兄
の
安
興
貴
と
と
も
に
唐
朝
と
結
び
、
李
軌

政
権
を
転
覆
さ
せ
て
、
河
西
一
帯
を
唐
朝
に
献
上
す
る
と
い
う
挙
に
出
る
。
注
目
す

べ
き
は
、
李
軌
の
擁
立
と
そ
の
転
覆
に
際
し
、
安
修
仁
が
「
胡
人
」
す
な
わ
ち
ソ
グ

ド
人
の
集
団
を
率
い
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
集
団
こ
そ
は
彼
が
隋
代
に
大
都
督

と
し
て
組
織
し
た
ソ
グ
ド
人
軍
団
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　

他
に
も
、
先
述
し
た
⑧
曹
遵
の
息
子
、
曹
怡
が
李
淵
の
太
原
挙
兵
に
従
軍
し
て
お

り
、
こ
れ
は
介
州
の
ソ
グ
ド
軍
団
が
李
淵
に
帰
属
し
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
介
州
は
北
周
末
に
虞
弘
に
よ
っ
て
統
率
さ
れ
た
郷
団

が
存
在
し
て
い
た
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
曹
遵
・
曹
怡
父
子
に
よ
っ
て
統
率

さ
れ
た
ソ
グ
ド
軍
団
は
北
周
末
の
郷
団
に
由
来
す
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

二
、
ソ
グ
ド
人
軍
府
官
と
家
業

　

以
上
、「
第
三
の
ソ
グ
ド
人
」
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
次
に
、
ソ
グ
ド
人
墓
誌
群

に
見
え
る
二
つ
の
傾
向
か
ら
、
こ
れ
ら
の
ソ
グ
ド
人
を
は
た
し
て
「
商
人
で
は
な
い

軍
人
と
し
て
の
ソ
グ
ド
人（

（1
（

」
と
見
な
し
て
良
い
の
か
、
検
討
し
た
い
。

　

ま
ず
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
家
業
回
帰
の
傾
向
で
あ
る
。
唐
朝
確
立
後
、
北
朝
か

ら
唐
初
に
か
け
て
軍
府
官
等
の
武
官
を
出
し
て
き
た
ソ
グ
ド
人
首
領
層
の
家
系
に
、

家
業
へ
回
帰
す
る
よ
う
な
動
き
が
現
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
事
例
は
、
先
ほ
ど
も
取

り
上
げ
た
武
威
の
安
氏
で
あ
る
。
李
軌
政
権
を
転
覆
さ
せ
、
唐
に
帰
属
し
た
武
威
安

氏
は
、
唐
初
最
大
の
政
変
で
あ
る
玄
武
門
の
変
に
も
関
与
し
た
。
安
興
貴
の
息
子
元

寿
が
李
世
民
陣
営
の
一
員
と
し
て
事
件
に
直
接
関
わ
り
、
李
世
民
す
な
わ
ち
太
宗
の

即
位
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
三
年
後
、
息
子
に
家
業
を
監
督
さ

せ
た
い
と
い
う
安
興
貴
の
申
し
出
に
よ
り
、
元
寿
は
官
職
を
擲
っ
て
武
威
に
帰
郷
、

十
年
余
り
の
間
、
家
業
に
従
事
し
た
と
い
う
。

　

以
上
に
つ
い
て
、「
安
元
寿
墓
誌
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

　
　

 

皇
基
肇
建
、
二
凶
搆
逆
。
公
特
蒙
駈
使
、
委
以
腹
心
、
奉
勅
被
甲
於
嘉
猷
門
宿

衛
。
既
而
内
難
克
除
、
太
宗
踐
極
。
爵
禄
攸
設
、
先
酬
擐
甲
之
勞
、
賞
命
所
加
、

用
荅
披
荊
之
勣
。
特
拜
公
右
千
牛
備
身
。（
略
）
至
三
年
、
涼
公
以
河
右
初
賓
、

家
業
殷
重
、
表
請
公
歸
貫
檢
校
、
有
詔
聽
許
。
公
優
遊
郷
曲
十
有
餘
年
。

　
　

 

国
家
の
基
が
建
て
ら
れ
た
ば
か
り
な
の
に
、
二
人
（
＝
李
建
成
・
元
吉
）
の
悪

人
が
反
逆
を
企
ん
だ
。
公
は
特
別
に
任
務
を
授
か
り
、腹
心
と
し
て
信
任
さ
れ
、

勅
命
を
奉
じ
て
武
装
し
嘉
猷
門
に
宿
衛
し
た
。
こ
う
し
て
宮
中
の
災
い
は
取
り
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除
か
れ
、
太
宗
が
位
に
即
か
れ
た
。
爵
禄
が
用
意
さ
れ
、
ま
ず
武
装
し
て
参
陣

し
た
功
績
に
報
い
、
つ
い
で
褒
美
が
与
え
ら
れ
、
障
害
を
除
い
た
功
績
に
応
え

た
。
特
別
に
公
を
右
千
牛
備
身
に
任
じ
た
。（
略
）
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
に

な
る
と
、
涼
国
公
（
＝
安
興
貴
）
は
河
西
の
地
が
唐
に
帰
属
し
た
ば
か
り
で
あ

り
、
ま
た
自
分
た
ち
の
家
業
も
多
忙
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
上
表
し
て
公
を

郷
里
に
帰
し
監
督
さ
せ
る
こ
と
を
願
い
出
て
、
詔
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
。
公
は

十
年
余
り
の
間
、
郷
里
で
の
び
の
び
と
過
ご
し
た
。

安
興
貴
の
玄
孫
に
安
史
の
乱
の
鎮
圧
で
活
躍
し
た
李
抱
玉
と
い
う
人
物
が
あ
り
、
そ

の
『
旧
唐
書
』
の
列
伝
に
、「
一
族
は
代
々
河
西
に
住
み
、
名
馬
の
飼
育
に
長
け
て

い
た
の
で
、
時
々
の
人
々
に
称
賛
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
そ
の
家
業
と
は
軍
馬
の
生
産

で
あ
っ
た
と
わ
か
る（

1（
（

。
つ
ま
り
、
武
威
安
氏
は
隋
代
に
軍
府
官
と
し
て
ソ
グ
ド
人
軍

団
を
組
織
し
、
そ
の
戦
力
を
背
景
と
し
て
隋
末
の
戦
乱
や
唐
初
の
宮
廷
内
政
変
に
関

与
し
て
台
頭
す
る
一
方
、
拠
点
の
武
威
に
お
い
て
軍
馬
の
生
産
を
営
み
、
そ
の
事
業

を
堅
持
し
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

同
様
の
動
き
は
他
の
ソ
グ
ド
人
に
も
窺
え
る
。
同
じ
く
前
節
で
取
り
上
げ
た
固
原

史
氏
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
史
射
勿
に
は
訶
耽
と
道
洛
と
い
う
息
子
が
お
り
、
二
人
は

唐
代
に
お
い
て
非
常
に
対
照
的
な
事
績
を
歩
ん
で
い
る
。
訶
耽
は
唐
が
建
国
さ
れ
る

と
、
た
だ
ち
に
長
安
に
赴
い
て
こ
れ
に
帰
属
し
、
玄
武
門
の
変
で
も
安
元
寿
と
同
じ

く
李
世
民
に
加
担
し
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
中
書
省
の
翻
訳
官
に
任
じ
ら
れ
、

中
央
に
仕
え
て
い
く
。
一
方
、
弟
の
道
洛
は
、
左
親
衛
と
い
う
武
官
に
就
い
た
の
み

で
官
職
を
辞
し
、
原
州
に
帰
還
し
て
し
ま
う
。
以
後
、
墓
誌
に
は
、
郷
里
で
悠
々
自

適
、
文
字
通
り
道
楽
三
昧
な
余
生
を
過
ご
し
た
と
あ
る
が
、
石
見
は
、「
史
道
洛
は

原
州
の
史
氏
の
家
を
管
理
す
る
た
め
に
帰
郷
し
た
」
と
見
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
薛
挙
と

の
戦
い
を
指
揮
し
た
史
索
巌
は
、
中
央
に
は
仕
え
ず
、
貞
観
の
初
め
ま
で
軍
府
長
官

を
務
め
た
。

　

史
訶
耽
・
史
道
洛
・
史
索
巌
の
三
者
の
事
績
を
並
べ
る
と
、
固
原
の
史
氏
で
は
一

族
内
あ
る
い
は
集
団
内
で
役
割
を
分
担
し
て
い
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
訶
耽
は
唐

朝
中
央
と
の
パ
イ
プ
役
を
担
い
、
道
洛
は
拠
点
で
あ
る
原
州
で
自
ら
の
家
業
あ
る
い

は
現
地
の
ソ
グ
ド
集
団
の
監
督
に
当
た
り
、
史
索
巌
は
軍
府
官
と
し
て
軍
事
を
担
っ

た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

他
に
も
、
洛
陽
で
発
見
さ
れ
た
「
康
子
相
墓
誌
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る（

11
（

。

　
　

 

君
諱
子
相
、
河
南
洛
陽
人
也
。
其
先
出
自
康
居
、
仕
於
後
魏
為
頡
利
發
。
陪
従

孝
文
、
粤
自
恒
安
入
都
湹
洛
、
積
德
重
胤
、
著
於
州
閭
。
祖
翻
、
以
累
葉
魏
臣
、

恥
於
齊
覇
。
既
遇
周
師
入
洛
、擁
衆
先
降
、蒙
授
上
儀
同
、左
驍
衛
中
郎
将
。（
略
）

父
清
、
随
左
勲
衛
、
晋
王
府
屈
咥
真
。
以
舊
左
右
、
加
建
節
尉
、
守
屯
衛
鷹
揚

郎
将
。（
略
）
君
生
於
誠
孝
之
門
、
幼
聞
仁
義
之
訓
。（
略
）
武
徳
五
年
、
直
秦

王
府
監
司
牧
圉
、
勞
力
忘
食
、
督
察
工
徒
、
竭
心
無
懈
。
太
宗
撫
運
、
乃
加
優

奨
、以
舊
左
右
、蒙
賜
榮
班
。
貞
観
十
年
、勑
授
陪
戎
校
尉
。（
略
）
年
登
讓
秩
、

歸
老
舊
廬
。
旱
則
資
舟
、方
在
陶
之
潤
屋
、智
而
好
殖
、同
賜
也
之
駈
駟
。（
略
）

以
顯
慶
二
年
二
月
十
八
日
、
卒
於
洛
州
洛
陽
縣
之
嘉
善
坊
、
春
秋
六
十
六
。
粤

以
其
年
三
月
十
有
四
日
壬
寅
、
窆
於
河
南
縣
之
平
樂
郷
。

　
　

 

君
は
諱
を
子
相
と
い
い
、
河
南
洛
陽
の
人
で
あ
る
。
祖
先
は
康
居
の
出
身
で
、

北
魏
に
仕
え
て
イ
ル
テ
ベ
ル
に
就
い
た
。
孝
文
帝
が
平
城
よ
り
洛
陽
へ
都
を
遷

す
の
に
つ
き
従
い
、
徳
を
積
ん
で
代
を
累
ね
、
郷
里
で
名
声
を
高
め
た
。
祖
父

翻
は
代
々
魏
の
臣
下
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
北
斉
の
覇
権
を
恥
じ
て
い
た
。
や

が
て
北
周
軍
が
洛
陽
に
進
攻
す
る
と
、
人
々
を
率
い
て
真
っ
先
に
降
り
、
上
儀

同
・
左
驍
衛
中
郎
将
を
授
け
ら
れ
た
。
…
父
清
は
隋
で
左
勲
衛
、
晋
王
府
屈
咥

真
に
就
い
た
。
煬
帝
が
即
位
す
る
と
、
そ
の
侍
臣
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
建
節

尉
を
加
え
ら
れ
、
屯
衛
府
に
属
す
る
鷹
揚
郎
将
に
就
い
た
。
…
君
は
誠
実
で
孝

行
な
家
門
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
仁
義
の
教
え
を
学
ん
だ
。
…
武
徳
五
年
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（
六
二
二
）、
秦
王
府
に
宿
直
し
て
そ
の
畜
牧
を
管
理
す
る
と
、
食
事
を
忘
れ
る

ほ
ど
職
務
に
精
励
し
、
部
下
の
監
督
に
も
、
尽
力
し
て
怠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

太
宗
が
即
位
す
る
と
、
手
厚
い
褒
賞
を
受
け
、
そ
の
侍
臣
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

栄
え
あ
る
高
位
を
与
え
ら
れ
た
。
貞
観
十
年
（
六
三
六
）、
詔
に
よ
っ
て
陪
従

校
尉
を
授
け
ら
れ
た
。
…
年
老
い
て
官
職
を
辞
し
、
老
身
を
洛
陽
の
旧
宅
へ
と

帰
し
た
。
干
ば
つ
に
遭
っ
て
舟
を
用
意
す
る
さ
ま
は
、
陶
の
地
で
家
を
潤
し
た

范
蠡
に
も
比
べ
ら
れ
、
賢
い
上
に
殖
財
を
好
む
さ
ま
は
、
子
貢
（
＝
端
木
賜
）

が
四
頭
立
て
の
馬
を
駆
っ
て
威
容
を
示
し
た
の
に
等
し
い
。
…
顕
慶
二
年

（
六
五
七
）
二
月
十
八
日
に
洛
州
洛
陽
県
の
嘉
善
坊
で
亡
く
な
っ
た
。
享
年

六
十
六
。そ
の
年
の
三
月
十
四
日
壬
寅
の
日
に
河
南
県
平
楽
郷
に
埋
葬
さ
れ
た
。

北
魏
時
代
に
洛
陽
に
移
り
住
ん
だ
康
氏
一
族
は
、
康
翻
と
い
う
人
物
が
北
周
の
洛
陽

進
攻
の
際
に
「
衆
」
を
率
い
て
降
っ
た
と
あ
り
、
洛
陽
の
ソ
グ
ド
人
集
団
を
引
き
連

れ
て
北
周
に
帰
属
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
、
子
の
康
清
が
隋
で
晋
王
時
代
の
煬

帝
の
近
侍
官
と
な
り
、
孫
の
康
子
相
が
唐
で
李
世
民
の
秦
王
府
に
仕
え
る
な
ど
、
宮

中
と
密
接
な
繋
が
り
を
築
い
て
い
く
。
ま
た
、
康
清
は
鷹
揚
郎
将
と
い
う
煬
帝
期
の

軍
府
長
官
に
も
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
墓
誌
は
、
康
子
相
が
晩
年
洛
陽
の
旧
宅
に
帰
り
、
商
業
に
従
事
し
た

と
述
べ
る
。
墓
誌
文
の
傍
線
部
に
、
春
秋
時
代
に
越
王
勾
践
に
仕
え
た
范
蠡
と
、
孔

子
の
門
人
と
し
て
有
名
な
端
木
賜
す
な
わ
ち
子
貢
の
故
事
（『
史
記
』
貨
殖
列
伝
）

が
引
用
さ
れ
る
。
范
蠡
が
勾
践
の
下
を
去
っ
た
後
、
陶
の
地
で
商
売
を
行
い
巨
万
の

富
を
築
い
た
と
い
う
こ
の
逸
話
は
有
名
で
、
子
貢
が
商
才
に
長
け
た
人
物
で
あ
っ
た

こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、こ
の
二
つ
の
故
事
の
引
用
は
、官
職
を
去
っ

た
康
子
相
が
晩
年
、
洛
陽
で
商
業
に
従
事
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
老

齢
に
達
し
官
職
を
辞
し
た
康
子
相
が
俄
に
商
業
を
始
め
た
と
も
考
え
に
く
く
、
一
族

は
長
安
に
移
住
し
た
後
も
、
洛
陽
の
ソ
グ
ド
集
団
と
の
連
携
を
保
持
し
て
い
た
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
洛
陽
の
康
氏
は
北
周
に
帰
属
し
た
後
、
長
安
へ

移
住
し
て
中
央
と
密
接
な
関
係
を
築
い
て
い
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
洛
陽
の
旧
宅
を

維
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

最
後
に
挙
げ
る
太
原
の
龍
氏
は
、
西
域
の
カ
ラ
シ
ャ
ー
ル
か
ら
の
移
住
者
で
、
ソ

グ
ド
人
で
は
な
い
が
、
龍
潤
と
い
う
人
物
が
唐
初
に
并
州
の
薩
宝
府
長
史
に
任
じ
ら

れ
、
ま
た
、
そ
の
妻
何
氏
は
ソ
グ
ド
人
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
ソ
グ
ド
人
と
近
い
関

係
を
も
っ
た
一
族
と
見
ら
れ
る（

11
（

。
こ
の
太
原
龍
氏
で
は
、
龍
潤
の
子
で
あ
る
龍
義
が

李
淵
の
太
原
挙
兵
に
参
加
し
て
長
安
占
拠
ま
で
従
軍
し
、
そ
の
息
子
龍
寿
の
墓
誌
で

は
彼
を
「
元
従
」
と
呼
ん
で
い
る（

11
（

。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
太
原
す
な
わ
ち
并

州
に
は
、
北
周
の
時
、
虞
弘
に
率
い
ら
れ
て
軍
団
化
を
経
験
し
た
ソ
グ
ド
集
団
が
存

在
し
て
お
り
、
龍
義
の
従
軍
も
こ
れ
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
で
、
龍
義
の
弟
の
龍
敏
や
孫
の
龍
叡
の
墓
誌
も
出
土
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は

い
ず
れ
も
官
職
に
就
か
な
い
処
士
と
し
て
一
生
を
終
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
墓

誌
に
は
、
商
業
や
利
殖
に
長
け
た
人
物
の
故
事
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
一
族
が
巨

万
の
富
を
築
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。「
龍
敏
墓
誌
」お
よ
び「
龍
叡
墓
誌
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

　
　

家
傳
別
業
、
覩
金
谷
之
初
開
、
門
接
賓
郊
、
逢
玉
厨
之
始
闢
。　
　

　
　

 

一
族
は
別
荘
を
継
承
し
た
が
、
そ
の
賑
や
か
な
様
子
は
西
晋
の
石
崇
が
金
谷
に

別
荘
を
開
い
た
当
時
を
彷
彿
と
さ
せ
、
一
門
は
郊
外
に
住
ん
だ
が
、
そ
の
豪
奢

な
暮
ら
し
ぶ
り
は
西
晋
の
王
済
が
洛
陽
の
北
郊
に
家
を
移
し
て
美
食
に
明
け
暮

れ
た
往
事
を
目
の
当
た
り
に
す
る
よ
う
だ
っ
た
（「
龍
敏
墓
誌
」）。

　
　

大
父
世
義
、
朝
散
郎
。
才
兼
卜
張
、
富
埒
陶
白
、
以
雄
豪
自
處
。

　
　

 

祖
父
の
世
義
は
朝
散
郎
で
あ
っ
た
。
才
能
は
卜
式
と
張
（
該
当
者
不
明
）
を
兼

ね
、
富
は
范
蠡
や
白
圭
に
等
し
く
、
英
雄
豪
傑
を
自
認
し
て
い
た
（「
龍
叡
墓

誌
」）。
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こ
の
太
原
龍
氏
も
軍
人
と
し
て
唐
の
建
国
を
援
助
す
る
一
方
で
、
そ
れ
と
は
別
に
家

業
を
保
持
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

以
上
の
事
例
か
ら
、
た
と
え
軍
府
官
等
に
就
き
軍
人
と
し
て
行
動
し
た
ソ
グ
ド
人

で
あ
っ
て
も
、
一
族
内
あ
る
い
は
集
団
内
で
役
割
を
分
担
し
、
家
業
を
保
持
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
、
経
済
活
動
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
浮
か

び
上
が
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、「
家
業
へ
の
回
帰
」
で
は
な
く
、「
家
業

の
保
持
」
を
示
す
事
例
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
分
担
は
、
北
朝
時

代
か
ら
継
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
西
魏
・
北
周
に
お
け
る
ソ
グ
ド
＝
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

そ
れ
で
は
墓
誌
か
ら
西
魏
・
北
周
時
代
の
ソ
グ
ド
人
に
経
済
活
動
の
跡
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
注
目
し
た
い
の
が
、
墓
誌
群
に

見
え
る
傾
向
の
二
つ
目
、「
薩
宝
の
別
地
就
任
」
で
あ
る
。

　

北
朝
期
の
ソ
グ
ド
人
墓
誌
に
は
、
墓
主
本
人
な
い
し
祖
先
が
薩
保
（
薩
宝
）
に
就

い
た
事
例
が
多
数
見
ら
れ
る
。
薩
保
は
北
朝
か
ら
隋
に
か
け
て
は
中
国
領
内
の
ソ
グ

ド
聚
落
の
統
轄
官
で
あ
り（

11
（

、
北
朝
期
の
ソ
グ
ド
人
聚
落
は
こ
の
薩
保
の
下
で
一
定
の

自
治
を
得
て
い
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
薩
保
の
就
任
事
例
が
多
く
見
ら
れ
る

こ
と
は
、
従
来
の
想
定
以
上
に
多
数
で
広
範
な
ソ
グ
ド
人
の
移
住
が
あ
っ
た
こ
と
を

物
語
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
墓
誌
に
は
自
ら
の
居
住
地
と
は
別
の
地
の
薩
保
に
任
じ
ら
れ
た
事
例

が
複
数
見
ら
れ
る
（
表
五
）。
こ
れ
は
、
そ
の
聚
落
の
リ
ー
ダ
ー
が
薩
保
に
就
く
と

は
限
ら
ず
、
他
の
聚
落
に
居
住
す
る
者
が
任
命
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。石
見
は
こ
れ
を
薩
保
運
営
上
の
重
要
な
問
題
点
と
し
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

石
見
は
、
長
安
在
住
の
ｄ
安
伽
が
同
州
の
薩
保
に
任
じ
ら
れ
た
事
例
を
取
り
上
げ
、

遙
領
、
つ
ま
り
、
あ
る
聚
落
の
薩
保
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
赴
任
せ
ず
に
長
安
に
止
ま

り
、
聚
落
と
朝
廷
と
の
橋
渡
し
役
を
務
め
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
す
る（

1（
（

。
こ
う
し

た
見
方
の
他
に
、
薩
保
が
太
守
の
よ
う
に
中
央
か
ら
一
方
的
に
派
遣
さ
れ
る
官
職
と

化
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
中
国
領
内
に
お
け
る
ソ
グ
ド
聚

落
の
在
り
方
や
、
ソ
グ
ド
集
団
と
王
朝
権
力
と
の
関
係
に
対
す
る
見
方
を
左
右
し
か

ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
こ
そ
が
、
西
魏
・
北
周
に
も
ソ
グ
ド
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
証
左
だ
と
考
え
る
。

　

表
五
の
事
例
の
う
ち
、
ａ
安
某
は
涼
州
の
居
住
者
で
あ
り
、
ｃ
史
君
は
涼
州
か
ら

の
移
住
者
、
ま
た
、
ｄ
安
伽
は
本
貫
が
涼
州
で
あ
り
、
史
君
と
同
じ
く
涼
州
か
ら
の

移
住
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
三
人
は
い
ず
れ
も
涼
州
と
関
係
あ
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
ｃ
史
君
の
事
例
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
史
君
は
キ
ッ
シ
ュ
出
身
の
ソ
グ

ド
人
で
、
漢
文
と
ソ
グ
ド
語
文
双
方
の
墓
誌
が
出
土
し
た
こ
と
で
注
目
を
集
め
た
。

そ
の
墓
誌
に
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

〈
漢
文
墓
誌
〉　

※
原
文
の
「
…
」
は
空
格
。

　
　

大
周
涼
州
薩
保
史
君
石
堂

ｅ ｄ ｃ ｂ ａ 表
五　

薩
保
の
別
地
就
任
の
事
例

虞
弘

安
伽

史
君

史
思

安
某

姓
名

北
周

北
周

北
周

北
周

西
魏

時
代

太
原

長
安

長
安

原
州

涼
州

居
住
地

并
介
代
三
州

同
州

涼
州

長
安

長
安

薩
保
就
任
地

「
虞
弘
墓
誌
」

「
安
伽
墓
誌
」

「
史
君
墓
誌
」

「
史
訶
耽
墓
誌
」

「
安
修
仁
墓
碑
」

出
典
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君
諱
…
…
、
史
國
人
也
。
本
居
西
域
、
土
…
…
…
。
…
…
及
派
、
遷
居
長
安
。

自
他
有
耀
、
…
…
…
…
。
水
運
應
期
、
中
原
顯
美
。（
略
）
祖
阿
史
盤
陀
、
爲

本
國
薩
保
。（
略
）
大
統
之
初
、
郷
閭
推
挹
、
出
身
爲
薩
保
判
事
曹
主
。
…
…

五
年
詔
授
涼
州
薩
保
。（
略
）
大
象
元
年
五
月
七
日
、
薨
於
家
。
年
八
十
六
。

妻
康
氏
、
其
歳
六
月
七
日
薨
。
以
其
二
年
歳
次
庚
子
正
月
丁
亥
朔
廿
三
日
己
酉

合
葬
永
□
縣
堺
。
禮
也
。

　
　

大
周
の
涼
州
薩
保
、
史
君
の
石
堂
。

　
　

 

君
は
諱
を
…
…
と
い
い
、
史
国
の
人
で
あ
る
。
そ
の
祖
先
は
西
域
に
居
住
し
、

そ
の
地
は
…
…
で
あ
っ
た
。
血
統
が
分
か
れ
る
に
及
ん
で
、
移
住
し
て
長
安
に

居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
光
り
輝
く
人
物
が
遠
方
よ
り
到
っ
た
の
で
あ
り
、

…
…
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
北
魏
が
天
の
運
気
に
応
じ
て
い
て
、
中
原
は
光
り

輝
い
て
い
た
。（
略
）
祖
父
の
阿
史
盤
陀
は
、
こ
の
中
国
で
薩
保
の
地
位
に
就

い
た
。（
略
）
史
君
は
西
魏
の
大
統
年
間
（
五
三
五
―
五
一
）
の
初
め
に
、
郷

里
の
人
々
よ
り
推
挙
さ
れ
、
身
を
起
こ
し
て
薩
保
府
の
判
事
曹
主
と
な
っ
た
。

…
…
（
北
周
の
保
定
？
天
和
？
建
徳
？
）
五
年
に
は
、
詔
に
よ
っ
て
涼
州
薩
保

を
授
け
ら
れ
た
。（
略
）
北
周
の
大
象
元
年
（
五
七
九
）
五
月
七
日
、
君
は
自

宅
で
死
去
し
た
の
で
あ
る
。
享
年
八
十
六
で
あ
っ
た
。
君
の
妻
は
康
氏
で
、
彼

女
も
そ
の
歳
の
六
月
七
日
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
翌
大
象
二
年
（
五
八
〇
）
庚

子
の
歳
の
正
月
丁
亥
朔
の
二
十
三
日
己
酉
の
日
に
、
永
…
縣
の
境
域
の
墓
地
に

夫
婦
は
合
葬
さ
れ
た
。
礼
儀
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

〈
ソ
グ
ド
語
墓
誌
和
訳
〉

　
　

 

か
く
し
て
、キ
ッ
シ
ュ
国
の
姓
（
＝
史
姓
）
で
姑
臧
の
在
住
（
の
者
）
が
い
た
。

彼
は
（
中
国
の
）
天
子
…
か
ら
姑
臧
の
薩
保
〔
に
任
命
さ
れ
た
？
〕。
彼
は
ソ

グ
ド
の
地
で
は
貴
顕
（
？
）
で
ウ
ィ
ル
カ
ク
（W

irkak

）
と
い
う
名
で
あ
る
。

ソ
グ
ド
語
墓
誌
か
ら
は
史
君
が
涼
州
（
＝
姑
臧
）
と
関
係
が
深
い
こ
と
が
、
ま
た
、

漢
文
墓
誌
か
ら
は
史
君
一
族
が
北
魏
時
代
に
長
安
へ
移
住
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
一
族
は
涼
州
を
経
由
し
て
長
安
へ
移
り
住
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
史
君
は

西
魏
の
大
統
年
間
（
五
三
五
―
五
一
）
の
初
頭
に
、「
郷
里
」
す
な
わ
ち
涼
州
ソ
グ

ド
集
団
か
ら
涼
州
薩
保
府
の
属
官
と
見
ら
れ
る
「
薩
保
府
判
事
曹
主
」
と
い
う
官
職

に
推
挙
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
史
君
が
長
安
に
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
た
ま
た
ま

涼
州
に
移
っ
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
重
要
な
の
は
、「
涼

州
の
ソ
グ
ド
集
団
」
の
推
挙
を
受
け
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

西
魏
に
お
い
て
、
ソ
グ
ド
聚
落
内
の
官
職
の
任
命
は
、
聚
落
指
導
層
の
推
挙
を
踏

ま
え
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、「
康
業
墓
誌
」
の
次
の
記
述
か
ら
看
取
で
き
る
。

　
　

 

君
諱
業
、
字
元
基
、
其
先
康
居
國
王
之
苗
裔
也
。
父
魏
大
天
主
羅
州
使
君
。
去

魏
大
統
十
秊
、
車
騎
大
将
軍
雍
州
呼
藥
翟
門
、
及
西
國
胡
豪
望
等
、
舉
為
大
天

主
云
、
祖
世
忠
孝
、
積
葉
義
仁
。
年
徳
敦
厚
、
且
恭
且
順
。
氷
清
玉
潔
、
堪
為

軌
範
。
諧
合
物
情
、
稱
允
衆
望
。
乃
降
詔
許
。

　
　

 

君
は
諱
を
業
、字
を
元
基
と
い
う
。
其
の
先
祖
は
康
居
の
国
王
の
末
裔
で
あ
る
。

君
の
父
は
西
魏
の
大
天
主
で
、
羅
州
刺
史
で
あ
っ
た
。
去
る
西
魏
の
大
統
十
年

（
五
四
四
）
に
、
車
騎
大
将
軍
・
雍
州
呼
薬
で
あ
っ
た
翟
門
と
、
西
国
の
胡
人

の
有
力
者
た
ち
は
君
の
父
を
推
挙
し
て
大
天
主
に
就
け
よ
う
と
し
、
次
の
よ
う

に
建
言
し
た
。「
こ
の
家
系
の
先
祖
は
代
々
忠
と
孝
に
つ
と
め
、
歴
代
義
と
仁

の
気
風
に
富
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。
長
年
の
徳
は
非
常
に
篤
く
、
し
か
も
慎
み

深
く
従
順
で
し
た
。
氷
の
よ
う
に
清
く
玉
の
よ
う
に
潔
く
、
世
の
模
範
と
な
る

に
ふ
さ
わ
し
い
で
し
ょ
う
。
世
間
の
実
情
に
し
っ
く
り
調
和
し
、
人
々
の
期
待

に
適
合
す
る
と
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
す
。」
そ
こ
で
皇
帝
は
詔
を
下
し
て
そ
の

申
し
出
を
許
可
し
た
。

西
魏
の
大
統
十
年
（
五
四
四
）
に
康
業
の
父
が
大
天
主
に
任
じ
ら
れ
た
際
、
ま
ず
車

騎
大
将
軍
・
雍
州
呼
薬
の
翟
門
と
「
西
国
胡
豪
望
」
す
な
わ
ち
ソ
グ
ド
人
有
力
者
ら
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が
彼
を
推
挙
し
、
そ
れ
を
朝
廷
が
承
認
す
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
い
る
。
第
一
節

で
触
れ
た
よ
う
に
、
天
主
は
ソ
グ
ド
聚
落
内
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
神
殿
を
管
理
し
た

職
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
翟
姓
は
ソ
グ
ド
姓
の
一
つ
で
あ
り
、
翟
門
は
朝
廷
内
に
官

職
を
占
め
た
ソ
グ
ド
人
指
導
者
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
康
業
の
父
へ
の
大
天
主

任
命
は
、
ソ
グ
ド
人
指
導
層
に
よ
る
推
挙
を
経
た
上
で
執
り
行
わ
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

涼
州
ソ
グ
ド
聚
落
が
史
君
を
薩
保
判
事
曹
主
に
推
挙
し
た
の
も
、
こ
れ
と
同
じ
手
続

き
が
踏
ま
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

史
君
は
後
年
、
北
周
の
時
に
涼
州
の
薩
保
に
も
任
じ
ら
れ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に

一
族
は
長
安
に
移
り
住
ん
で
お
り
、
ま
た
死
後
、
そ
の
墓
が
長
安
近
郊
に
造
営
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
史
君
は
長
安
に
居
住
し
て
い
な
が
ら
涼
州
の
薩
保
に
任
命
さ
れ

た
と
見
ら
れ
る（

11
（

。

　

ま
た
、
ａ
安
某
と
は
、
本
稿
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
て
い
る
武
威
安
氏
の
一
人
、

安
修
仁
の
墓
碑
に
記
さ
れ
る
彼
の
祖
父
を
指
す
。
安
某
に
つ
い
て
は
、
史
君
の
場
合

と
は
逆
に
、
涼
州
に
本
拠
地
を
置
く
ソ
グ
ド
人
が
長
安
の
薩
保
に
就
任
し
た
事
例
と

な
る
。
以
上
の
よ
う
な
史
君
と
安
某
を
め
ぐ
る
状
況
か
ら
、
涼
州
と
長
安
の
両
都
市

間
に
お
け
る
ソ
グ
ド
人
の
連
携
と
、
頻
繁
な
ソ
グ
ド
人
の
往
来
が
浮
か
び
上
が
る
で

あ
ろ
う
。

　

次
に
、
ｄ
安
伽
の
事
例
に
注
目
す
る
。「
安
伽
墓
誌
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る（

11
（

。

　
　

大
周
大
都
督
同
州
薩
保
安
君
墓
誌
銘

　
　

 

君
諱
伽
、
字
大
伽
、
姑
臧
昌
松
人
。（
略
）
父
突
建
、
冠
軍
将
軍
、
眉
州
刺
史
。

（
略
）
母
杜
氏
、
昌
松
縣
君
。（
略
）
君
誕
之
宿
祉
、
蔚
其
早
令
。
不
同
流
俗
、

不
雜
囂
塵
。
績
宣
朝
野
、
見
推
里
閈
、
遂
除
同
州
薩
保
。
君
政
撫
閑
合
、
遠
迩

祇
恩
。
徳
盛
位
隆
、於
義
斯
在
。
俄
除
大
都
督
、董
茲
戎
政
、肅
是
軍
容
。（
略
）

周
大
象
元
秊
五
月
、
遘
疾
終
於
家
。
春
秋
六
十
二
。
其
秊
歳
次
己
亥
十
月
己
未

朔
、
厝
於
長
安
之
東
。

　
　

北
周
の
大
都
督
・
同
州
薩
保
安
君
の
墓
誌
銘

　
　

 

君
は
諱
を
伽
、
字
を
大
伽
と
い
い
、
姑
臧
昌
松
の
人
で
あ
る
。（
略
）
父
の
突

建
は
、
冠
軍
将
軍
・
眉
州
刺
史
で
あ
っ
た
。（
略
）
母
の
杜
氏
は
、
松
昌
県
君

で
あ
っ
た
。（
略
）
君
は
こ
の
よ
う
な
幸
運
な
宿
命
の
も
と
に
生
ま
れ
、
若
く

し
て
才
能
が
豊
か
で
あ
っ
た
。
世
俗
の
人
と
行
い
を
と
も
に
せ
ず
、
俗
塵
の
者

と
交
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
功
績
が
朝
野
に
知
れ
わ
た
り
、
見
識
が
郷
里
で

推
賞
さ
れ
た
結
果
、同
州
薩
保
に
任
命
さ
れ
た
。
君
の
政
治
は
庶
民
を
慈
し
み
、

遠
近
の
人
々
が
そ
の
恩
を
受
け
た
。
徳
は
盛
ん
で
位
は
高
く
、
道
義
を
体
現
し

て
い
た
。
間
も
な
く
し
て
大
都
督
に
任
命
さ
れ
、
軍
政
を
監
督
し
、
軍
容
を
整

え
た
。（
略
）
北
周
の
大
象
元
年
（
五
七
九
）
五
月
に
病
に
罹
り
家
で
亡
く
な
っ

た
。
享
年
六
十
二
。
そ
の
年
、
歳
次
己
亥
の
十
月
己
未
朔
の
日
、
長
安
の
東
に

埋
葬
さ
れ
た
。

安
伽
は
涼
州
武
威
を
本
貫
と
す
る
ソ
グ
ド
人
で
あ
る
が
、
長
安
の
東
方
に
位
置
す
る

同
州
（
現
陝
西
省
渭
南
市
大
荔
県
一
帯
）
の
薩
保
に
任
じ
ら
れ
た
。
後
に
病
に
罹
っ

て
家
で
亡
く
な
る
と
、
長
安
の
近
郊
に
葬
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
安
に
居
を
構

え
て
い
た
と
見
ら
れ
る（

11
（

。
つ
ま
り
、
彼
は
長
安
に
居
住
し
て
い
な
が
ら
同
州
の
薩
保

に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

吉
田
愛
に
よ
れ
ば
、
同
州
は
長
安
と
洛
陽
、
あ
る
い
は
、
長
安
と
東
魏
・
北
斉
の

軍
事
拠
点
で
あ
る
晋
陽
と
を
結
ぶ
ル
ー
ト
上
に
位
置
し
た
要
衝
で
あ
り
、
西
魏
・
北

周
に
お
け
る
対
東
魏
・
北
斉
の
最
重
要
軍
事
拠
点
と
し
て
、
兵
力
・
人
口
・
武
器
・

食
糧
・
家
畜
等
が
集
中
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
同
州
は
北
魏
の
東
西
分
裂

と
い
う
政
治
情
勢
の
中
で
浮
上
し
た
重
要
都
市
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
同
地
に
ソ
グ

ド
人
が
進
出
し
た
背
景
で
あ
っ
た
と
吉
田
は
指
摘
す
る（

11
（

。

　

墓
誌
に
、
安
伽
は
「
功
績
が
朝
野
に
知
れ
わ
た
り
、
見
識
が
郷
里
で
推
賞
さ
れ
て

（
績
は
朝
野
に
宣の

べ
ら
れ
、
見
は
里
閈
に
推
さ
れ
）」
同
州
の
薩
保
に
任
じ
ら
れ
た
と
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あ
り
、
そ
の
就
任
の
背
景
に
は
郷
里
に
お
け
る
評
価
も
あ
っ
た
。
こ
の
郷
里
と
は
、

当
時
彼
が
在
住
し
て
い
た
長
安
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
赴
任
先
の
同
州
を
指
す

の
か
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
同
州
と
い
う
地
の
性
格
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
地

の
ソ
グ
ド
人
は
安
伽
同
様
に
涼
州
か
ら
長
安
に
進
出
し
、
さ
ら
に
は
同
州
の
重
要
性

の
高
ま
り
と
と
も
に
そ
こ
へ
移
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
長
安

で
あ
れ
同
州
で
あ
れ
、
同
じ
涼
州
出
身
の
ソ
グ
ド
人
と
し
て
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ

る
。

　

最
後
に
、
ｂ
史
思
の
事
例
を
見
て
お
こ
う
。
史
思
は
、
こ
れ
も
本
稿
で
し
ば
し
ば

取
り
上
げ
た
固
原
史
氏
の
一
員
で
あ
る
史
訶
耽
の
墓
誌
に
、
祖
父
と
し
て
記
さ
れ
る

人
物
で
あ
る（

11
（

。
石
見
に
よ
れ
ば
、
当
時
史
氏
が
拠
点
を
置
い
た
原
州
は
、
涼
州
と
長

安
を
結
ぶ
ル
ー
ト
上
に
位
置
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
史
氏
も
河

西
を
経
て
原
州
に
進
出
し
た
ソ
グ
ド
人
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る（

11
（

。

　

以
上
の
事
例
を
ま
と
め
れ
ば
、「
薩
保
の
別
地
就
任
」
と
は
、
涼
州
に
拠
点
を
置

く
ソ
グ
ド
集
団
の
西
魏
・
北
周
期
に
お
け
る
拡
大
、
な
ら
び
に
、
涼
州
と
進
出
先
聚

落
間
と
の
緊
密
な
連
携
を
示
す
も
の
と
解
釈
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
各
地
の
ソ
グ
ド

人
聚
落
は
決
し
て
個
別
的
・
孤
立
的
に
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
涼
州
ソ
グ
ド
集
団
に
よ
る
東
方
進
出
の
目
的
と
は
何
か
。
北

周
で
同
州
薩
保
と
な
っ
た
安
伽
は
、
大
都
督
と
い
う
官
職
も
兼
任
し
て
い
る
。
こ
れ

は
位
階
を
示
す
散
官
で
も
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
二
十
四
軍
制
の
軍
府
官
で
も
あ

る
。
実
際
、第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、武
威
安
氏
の
安
修
仁
は
、大
都
督
の
職
を
も
っ

て
ソ
グ
ド
人
か
ら
成
る
郷
兵
を
統
率
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
類
推
し
て
、
安
伽

が
同
州
で
同
地
の
ソ
グ
ド
人
郷
兵
を
率
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る（

1（
（

。

　

し
か
し
、
は
た
し
て
安
伽
の
任
務
は
ソ
グ
ド
人
郷
兵
の
統
率
に
止
ま
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
同
州
ソ
グ
ド
集
団
の
役
割
も
、
郷
兵
と
い
う
単
な
る
軍
事
力
で
し

か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
が
、
南
朝
梁
の
武

陵
王
紀
（
蕭
紀
）
に
仕
え
た
何
細
胡
と
い
う
ソ
グ
ド
人
の
事
績
で
あ
る
。

　

武
陵
王
紀
と
は
、
梁
の
武
帝
の
八
男
で
、
五
三
七
年
に
都
督
益
梁
等
十
三
州
諸
軍

事
・
益
州
刺
史
に
任
じ
ら
れ
て
以
来
、
十
七
年
も
の
間
、
蜀
を
統
治
し
た
。
侯
景
の

乱
が
起
こ
る
と
、
そ
の
混
乱
に
乗
じ
て
帝
位
を
称
し
、
江
陵
に
拠
っ
た
元
帝
と
対
決

し
た
が
、
敗
北
し
た
。
梁
の
王
族
で
は
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
四
川
に
拠
っ
た
一
種

の
割
拠
政
権
と
見
な
し
て
よ
い
。

　

こ
の
時
代
の
四
川
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
加
え
た
前
島
佳
孝
は
、
武
陵

王
紀
が
吐
谷
渾
を
介
し
た
西
方
と
の
交
易
を
独
占
し
、
そ
の
利
益
に
よ
っ
て
軍
備
の

拡
大
を
実
現
し
た
と
指
摘
す
る（

11
（

。
こ
の
武
陵
王
の
下
で
そ
の
交
易
を
管
理
し
た
と
見

ら
れ
る
の
が
何
細
胡
で
あ
る（

11
（

。『
南
史
』
巻
五
三
、
梁
武
帝
諸
子
、
武
陵
王
紀
伝 

、

一
三
三
二
頁
お
よ
び
『
隋
書
』
巻
七
五
、
儒
林
・
何
妥
伝
、
一
七
〇
九
頁
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

　
　

 

在
蜀
十
七
年
、
南
開
寧
州
、
越
嶲
、
西
通
資
陵
、
吐
谷
渾
。
内
修
耕
桑
鹽
鐵
之

功
、
外
通
商
賈
遠
方
之
利
、
故
能
殖
其
財
用
、
器
甲
殷
積
。
馬
八
千
匹
、
上
足

者
置
之
内
廐
、
開
寢
殿
以
通
之
。

　
　

 

蜀
に
在
る
こ
と
十
七
年
、
南
の
か
た
寧
州
・
越
嶲
を
開
き
、
西
の
か
た
資
陵
・

吐
谷
渾
に
通
ず
。
内
に
耕
桑
塩
鉄
の
功
を
修
め
、外
に
商
賈
遠
方
の
利
を
通
じ
、

故
に
能
く
其
の
財
用
を
殖
や
し
、
器
甲
は
殷
積
す
。
馬
八
千
匹
、
上
足
は
之
を

内
厩
に
置
き
、
寝
殿
を
開
き
て
以
て
之
に
通
ず
。

　
　

 
何
妥
字
栖
鳳
、
西
城
人
也
。
父
細
胡
、
通
商
入
蜀
、
遂
家
郫
縣
、
事
梁
武
陵
王

紀
、
主
知
金
帛
、
因
致
巨
富
、
號
爲
西
州
大
賈
。

　
　

 

何
妥
、
字
は
栖
鳳
、
西
城
の
人
な
り
。
父
細
胡
、
通
商
し
て
蜀
に
入
り
、
遂
に

郫
県
に
家
す
。
梁
の
武
陵
王
紀
に
事
え
、
金
帛
を
主
知
し
、
因
り
て
巨
富
を
致

し
、
号
し
て
西
州
大
賈
と
為
す
。
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西
魏
・
北
周
に
お
け
る
ソ
グ
ド
集
団
の
長
安
や
同
州
へ
の
進
出
も
、
こ
の
何
細
胡

と
同
様
の
事
例
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ソ
グ
ド
人
は
割
拠
政

権
下
で
交
易
を
展
開
し
て
軍
費
や
軍
需
品
の
調
達
に
当
た
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
そ

の
利
益
に
与
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
ソ
グ
ド
聚
落
間
の
連
携
は
、
ソ
グ

ド
人
の
軍
人
と
し
て
の
活
動
の
み
か
ら
生
じ
た
も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
ソ
グ
ド
人

達
の
交
易
活
動
の
軌
跡
を
示
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
前
節
で
見
た

よ
う
に
、
軍
人
と
し
て
活
動
し
た
ソ
グ
ド
人
が
、
唐
代
に
至
る
ま
で
家
業
を
保
持
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
聚
落
間
を
結
ぶ
交
易
網
の
存
在
が
あ
っ
た
か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

む
す
び

　

本
稿
で
論
じ
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

北
朝
時
代
の
長
安
政
権
下
の
ソ
グ
ド
人
の
特
質
を
、
単
な
る
軍
人
と
し
て
と
ら
え

る
べ
き
で
は
な
く
、
軍
人
と
し
て
活
動
す
る
一
方
で
独
自
の
交
易
網
を
展
開
し
、
そ

の
下
で
商
業
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
活
動
を
維
持
し
た
こ
と
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
グ
ド
人
は
少
数
者
と
し
て
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、
唐
初

に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
事
績
を
挙
げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
） 　
『
周
書
』
巻
五
〇
、
異
域
伝
下
、
突
厥
の
条
、
九
〇
八
頁
、「
其
後
曰
土
門
、
部
落

稍
盛
。
始
至
塞
上
市
繒
絮
、
願
通
中
國
。
大
統
十
一
年
、
太
祖
遣
酒
泉
胡
安
諾
槃
陁

使
焉
。
其
國
皆
相
慶
曰
、
今
大
國
使
至
、
我
國
將
興
也
。
十
二
年
、
土
門
遂
遣
使
獻

方
物
。」

（
（
）　

羅
豊
一
九
九
六
。

（
3
）　

森
部
二
〇
一
〇
、八
―
一
〇
頁
。

（
4
） 　

石
見
二
〇
一
六
、
三
九
二
―
三
頁
。
当
書
の
他
、
山
下
二
〇
〇
五
・ 

二
〇
一
二
・
二
〇
一
六
ｂ
お
よ
び
蘇
航
二
〇
〇
五
も
北
朝
・
唐
初
間
に
お
け
る
ソ
グ
ド

集
団
の
軍
団
化
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

（
5
）　

谷
川
一
九
七
一
、一
九
九
八
。

（
6
）　

平
田
二
〇
一
一
、三
五
―
四
一
頁
。

（
7
）　
『
旧
唐
書
』
巻
五
五
、
李
軌
伝
、『
新
唐
書
』
巻
八
六
、
李
軌
伝
。

（
8
）　

谷
川
一
九
九
八
。

（
9
） 　
「
翟
曹
明
墓
誌
」
五
七
九
年
（
北
周
・
大
成
元
年
）
刻
。
誌
文
は
羅
豊
・
栄
新
江

二
〇
一
六
に
載
録
。

（
10
） 　

西
魏
・
唐
初
間
に
お
け
る
軍
府
長
官
職
の
名
称
の
変
遷
に
つ
い
て
は
山
下

二
〇
一
二
、四
二
頁
参
照
。

（
11
） 　

羅
豊
・
栄
新
江
二
〇
一
六
、二
八
三
―
八
五
頁
、山
下
二
〇
一
六
、九
五
―
一
〇
〇
頁
。

（
1（
） 　
「
虞
弘
墓
誌
」
五
九
二
年
（
隋
・
開
皇
十
二
年
）
刻
。
誌
文
は
石
見
二
〇
一
六
、 

一
一
七
―
三
七
頁
に
載
録
。

（
13
） 　

天
理
図
書
館
蔵
『
文
館
詞
林
』
巻
四
五
五
残
巻
所
載
「
安
修
仁
墓
碑
」、「
隨
開
皇
中
、

起
家
爲
蜀
王
秀
庫
眞
。
遷
都
督
檢
校
儀
同
兵
。
及
秀
廢
、
又
爲
大
都
督
領
本
郷
兵
。」

山
下
二
〇
〇
五
参
照
。

（
14
） 　
「
曹
怡
墓
誌
」
六
五
五
年
（
唐
・
永
徽
六
年
）
刻
。
誌
文
は
山
下
二
〇
一
二
に
載
録
。

（
15
）　

平
田
二
〇
一
一
、三
五
―
四
一
頁
。

（
16
） 　

石
見
二
〇
一
六
、
第
Ⅱ
部
第
二
章
「
史
訶
耽
夫
妻
墓
誌
」
お
よ
び
第
五
章
「
史
索

巌
墓
誌
」。

（
17
）　

山
下
二
〇
〇
五
、七
三
―
六
頁
。

（
18
）　

山
下
二
〇
一
二
、四
三
―
九
頁
。

（
19
）　

石
見
二
〇
一
六
、三
九
四
頁
。

（
（0
） 　

六
八
四
年
（
唐
・
光
宅
元
年
）
刻
、『
氣
賀
澤
目
録
』
二
四
八
〇
。
福
島
二
〇
一
七

参
照
。

（
（1
） 　

巻
一
三
二
、三
六
四
五
頁
、「
李
抱
玉
、
武
德
功
臣
安
興
貴
之
裔
。
代
居
河
西
、
善

養
名
馬
、
爲
時
所
稱
。」　 　
　
　

（
（（
）　

山
下
二
〇
〇
八
。

（
（3
）　

石
見
二
〇
一
六
、二
四
三
―
四
頁
。

（
（4
） 　

石
見
二
〇
一
六
、
第
Ⅱ
部
第
二
章
「
史
訶
耽
夫
妻
墓
誌
」、
第
三
章
「
史
道
洛
墓
誌
」

お
よ
び
第
五
章
「
史
索
巌
墓
誌
」。
畢
波
は
武
威
安
氏
と
固
原
史
氏
に
見
え
る
こ
の
よ

う
な
傾
向
を
「
独
立
性
の
保
持
」
と
解
釈
す
る
。
畢
波
二
〇
一
一
、七
七
―
九
頁
。

（
（5
） 　

六
五
七
年
（
唐
・
顕
慶
二
年
）
刻
、『
氣
賀
澤
目
録
』
八
五
八
。
誌
文
は
曹
建
強
・
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馬
旭
銘
二
〇
一
〇
に
載
録
。

（
（6
） 　
「
龍
潤
及
妻
何
氏
墓
誌
」
六
五
五
年
（
唐
・
永
徽
六
年
）
刻
、『
氣
賀
澤
目
録
』

七
二
七
。
ソ
グ
ド
人
と
龍
氏
の
関
係
に
つ
い
て
は
栄
二
〇
〇
一
、
ま
た
、
龍
潤
か
ら

曽
孫
龍
叡
に
至
る
一
族
と
唐
朝
と
の
関
係
つ
い
て
は
山
下
二
〇
一
二
、五
〇
―
三
頁
を

参
照
。

（
（7
） 　
「
龍
義
及
妻
游
氏
墓
誌
」
六
六
三
年
（
唐
・
龍
朔
三
年
）
刻
、『
氣
賀
澤
目
録
』

一
二
四
二
。「
龍
寿
及
妻
粟
氏
墓
誌
」
六
九
四
年
（
唐
・
延
載
元
年
）
刻
、『
氣
賀
澤

目
録
』
三
〇
一
〇
。

（
（8
） 　
「
龍
敏
墓
誌
」
六
八
一
年
（
唐
・
開
耀
元
年
）
刻
、『
氣
賀
澤
目
録
』
二
三
四
一
、「
龍

叡
墓
誌
」
七
四
一
年
（
唐
・
開
元
二
九
年
）
刻
、『
氣
賀
澤
目
録
』
五
八
五
五
。

（
（9
）　

荒
川
一
九
九
八
、一
七
一
―
七
六
頁
。

（
30
） 　

藤
田
一
九
三
三
、三
〇
〇
頁
、
羽
田
一
九
七
一
、四
二
六
―
七
頁
、
荒
川

一
九
九
八
、一
七
〇
頁
お
よ
び
一
九
九
九
、八
八
―
九
頁
。

（
31
）　

石
見
二
〇
一
六
、一
八
―
二
一
・
五
九
―
六
〇
頁
。

（
3（
） 　

と
も
に
五
八
〇
年
（
北
周
・
大
象
二
年
）
刻
。
漢
文
墓
誌
に
は
多
く
の
空
格
や
欠

損
文
字
が
含
ま
れ
る
が
、石
見
二
〇
一
六
、第
Ⅰ
部
第
二
章
「
西
安
出
土
「
史
君
墓
誌
」

漢
文
部
分
」
の
復
原
案
に
拠
る
（
三
四
―
九
頁
。）
ま
た
、
ソ
グ
ド
語
文
の
和
訳
は
吉

田
豊
二
〇
一
六
に
拠
る
（
七
六
頁
）。

（
33
）　

石
見
二
〇
一
六
、四
六
―
五
〇
頁
。

（
34
）　

山
下
二
〇
一
六
、一
〇
〇
―
一
〇
二
頁
。

（
35
）　

石
見
二
〇
一
六
、五
八
―
六
〇
頁
。

（
36
） 　

五
七
九
年
（
北
周
・
大
象
元
年
）
刻
。
誌
文
は
石
見
二
〇
一
六
、
第
Ⅰ
部
第
一
章

西
安
出
土
「
安
伽
墓
誌
」
に
載
録
。

（
37
）　

石
見
二
〇
一
六
、一
八
―
二
一
頁
。

（
38
）　

吉
田
愛
二
〇
一
六
。

（
39
）　

石
見
二
〇
一
六
、
第
Ⅱ
部
第
二
章
「
史
訶
耽
夫
妻
墓
誌
」。

（
40
）　

石
見
二
〇
一
六
、三
八
三
―
四
頁
。

（
41
）　

石
見
二
〇
一
六
、二
一
―
五
頁
、
吉
田
愛
二
〇
一
六
、三
〇
頁
。

（
4（
） 　

前
島
二
〇
一
三
ａ
、三
〇
一
―
三
〇
三
頁
お
よ
び
二
〇
一
三
ｂ
、三
二
四
―
二
九
頁
。

（
43
） 　

何
細
胡
が
ソ
グ
ド
人
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
桑
原
一
九
二
六
、三
四
〇
―
一
頁
お
よ

びD
e la V

aissière （004, pp.131-（.

（
影
山
和
訳
本
一
二
一
―
二
頁
）
参
照
。

史
料

『
梁
書
』『
周
書
』『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』：
中
華
書
局
標
点
本
（
北
京
）

参
考
文
献
一
覧

〈
和
文
〉

荒
川
正
晴　

一
九
九
八 

「
北
朝
隋
・
唐
代
に
お
け
る
「
薩
寶
」
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
」『
東

洋
史
苑
』
五
〇･

五
一
、一
六
四
―
八
六
頁

　
　
　
　
　

一
九
九
九 

「
ソ
グ
ド
人
の
移
住
聚
落
と
東
方
交
易
活
動
」『
岩
波
講
座
世
界
歴

史
』
一
五
、八
一
―
一
〇
三
頁

石
見
清
裕　

二
〇
一
六
『
ソ
グ
ド
人
墓
誌
研
究
』
汲
古
書
院

桑
原
隲
蔵　

一
九
二
六 

「
隋
唐
時
代
に
支
那
に
来
往
し
た
西
域
人
に
就
い
て
」『
内
藤
博
士

還
暦
祝
賀
支
那
学
論
叢
』
弘
文
堂
、
五
六
五
―
六
六
〇
頁
（『
桑
原

隲
蔵
全
集
』
第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
に
再
録
。

二
七
〇
―
三
六
〇
頁
）

谷
川
道
雄　

一
九
七
一 

「
北
朝
後
期
の
郷
兵
集
団
」『
隋
唐
帝
国
形
成
史
論
』
筑
摩
書
房
、

二
一
九
―
五
七
頁
（
原
載
『
東
洋
史
研
究
』
二
〇
―
四
、一
九
六
二

年
、
四
一
二
―
四
三
頁
）

　
　
　
　
　

一
九
九
八 

「
西
魏
二
十
四
軍
の
成
立
と
豪
族
社
会
」『
増
補
隋
唐
帝
国
形
成
史

論
』
筑
摩
書
房
、
四
三
〇
―
五
〇
頁
（
原
載
『
東
洋
史
苑
』

四
〇
・
四
一
、一
九
九
三
年
、
二
四
―
四
四
頁
）

羽
田　
　

明　

一
九
七
一 

「
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
六
、四
〇
九

―
三
四
頁

平
田
陽
一
郎　

二
〇
一
一 

「
西
魏
・
北
周
の
二
十
四
軍
と
「
府
兵
制
」」『
東
洋
史
研
究
』

七
〇
―
二
、三
一
―
六
五
頁

福
島　
　

恵　

二
〇
一
七 

「
武
威
安
氏「
安
元
寿
墓
誌
」」『
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ソ
グ
ド
人
』

汲
古
書
院
、
一
二
七
―
六
三
頁
（
原
載 

森
安
孝
夫
編
『
ソ
グ
ド

か
ら
ウ
イ
グ
ル
へ
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
一
―
七
四

頁
）

藤
田　

豊
八　

一
九
三
三 

「
薩
寶
に
つ
き
て
」『
東
西
交
渉
史
の
研
究　

西
域
篇
及
附
篇
』

岡
書
院
、
一
九
三
三
年
、
二
七
九
―
三
〇
七
頁
（
原
載
『
史
学

雑
誌
』
三
六
―
三
、一
九
二
五
年
、
四
一
―
六
一
頁
）

前
島　

佳
孝　

二
〇
一
三 

ａ
「
西
魏
の
四
川
進
攻
と
梁
の
帝
位
闘
争
」『
西
魏
・
北
周
政
権

史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
八
五
―
三
一
一
頁
（
原
載
『
中
央

大
学
大
学
院
研
究
年
報
』
二
九
（
文
学
）、
二
〇
〇
〇
年
、
八
九
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―
一
〇
三
頁
）

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
三 

ｂ
「
西
魏
・
北
周
の
四
川
支
配
の
確
立
と
そ
の
経
営
」『
西
魏
・

北
周
政
権
史
の
研
究
』
三
二
三
―
五
五
頁
（
原
載
『
中
央
大
学

人
文
研
紀
要
』
六
五
、二
〇
〇
九
年
、
三
一
―
六
五
頁
）

森
部　
　

豊　

二
〇
一
〇 

『
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歴
史
的
展

開
』
関
西
大
学
出
版
部

山
下　

将
司　

二
〇
〇
五 

「
隋
・
唐
初
の
河
西
ソ
グ
ド
人
軍
団
―
天
理
図
書
館
蔵
『
文
館
詞

林
』「
安
修
仁
墓
碑
銘
」
残
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
東
方
学
』

一
一
〇
、六
五
―
七
八
頁

　
　
　
　
　
　

二
〇
〇
八 

「
唐
の
監
牧
制
と
中
国
在
住
ソ
グ
ド
人
の
牧
馬
」『
東
洋
史
研
究
』

六
六
―
四
、一
―
三
一
頁

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
二 

「
唐
の
太
原
挙
兵
と
山
西
ソ
グ
ド
軍
府
―
「
唐
・
曹
怡
墓
誌
」
を

手
が
か
り
に
―
」『
東
洋
学
報
』
九
三
―
四
、三
一
―
五
九
頁

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
六 

ａ
「
西
安
出
土
「「
康
業
墓
誌
」」
石
見
二
〇
一
六
載
録
、
八
一

―
一
一
三
頁

　
　
　
　
　
　

二
〇
一
六 

ｂ
「
軍
府
与
家
業
―
北
朝
末
至
唐
初
的
栗
特
人
軍
府
官
和
軍
団
」

栄
新
江
・
羅
豊
編
『
粟
特
人
在
中
国
：
考
古
発
現
与
出
土
文
献

的
新
印
証
』
科
学
出
版
社
（
北
京
）、
五
五
八
―
七
一
頁

吉
田　
　

愛　

二
〇
一
六 

「
同
州
と
西
魏
・
北
周
の
覇
府
」
石
見
二
〇
一
六
載
録
、
二
五
―

三
〇
頁

吉
田　
　

豊　

二
〇
一
六 

「
西
安
出
土
北
周
「
史
君
墓
誌
」
ソ
グ
ド
語
部
分
訳
注
」
石
見

二
〇
一
六
載
録
、
八
〇
―
六
一
頁 （
頁
逆
順
）

※
『
氣
賀
澤
目
録
』 ：
氣
賀
澤
保
規
編
『
新
編 

唐
代
墓
誌
所
在
総
合
目
録
』
明
治
大
学
東

ア
ジ
ア
石
文
物
研
究
所
、
二
〇
一
七
年

〈
中
文
〉

畢　

波　

二
〇
一
一 

『
中
古
中
国
的
粟
特
胡
人
―
以
長
安
為
中
心
』中
国
人
民
大
学
出
版
社

（
北
京
）

羅　

豊　

一
九
九
六
『
固
原
南
郊
隋
唐
墓
地
』
文
物
出
版
社
（
北
京
）

羅
豊
・
栄
新
江　

二
〇
一
六 

「
北
朝
西
国
胡
人
翟
曹
明
墓
誌
及
墓
葬
遺
物
」 

栄
新
江
・
羅
豊

編
『
粟
特
人
在
中
国
：
考
古
発
現
与
出
土
文
献
的
新
印
証
』

二
六
九
―
九
九
頁
（
北
京
）

栄
新
江　

二
〇
〇
一 

「
隋
及
唐
初
并
州
的
薩
保
府
与
粟
特
聚
落
」『
中
古
中
国
与
外
来
文
明
』

生
活
・
讀
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
九
―
七
九
頁
（
北

京
）（
原
載
『
文
物
』
二
〇
〇
一
―
四
、八
四
―
九
頁
（
北
京
））

蘇　

航　

二
〇
〇
五 

「
北
朝
末
期
至
隋
末
唐
初
粟
特
聚
落
郷
団
武
装
論
述
」『
文
史
』

二
〇
〇
五
―
四
、一
七
三
―
八
六
頁
（
北
京
）

曹
建
強
・
馬
旭
銘　

二
〇
一
〇 

「
唐
康
子
相
墓
出
土
的
陶
俑
与
墓
誌
」『
中
原
文
物
』

二
〇
一
〇
―
六
、 

一
〇
七
―
九
頁
（
鄭
州
）

〈
仏
文
〉

D
e la V

aissière, É. 
（004 H

istorie des m
archands sogdiens, Bibliothèque de l’Institut des H

autes 
Etudes Chinoises, 3（, D

euxièm
e édition révisée et augm

entée, Paris. （
影
山
悦

子
訳
『
ソ
グ
ド
商
人
の
歴
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

〔
附
記
〕

　

本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
五
月
一
八
日
に
東
京
で
開
催
さ
れ
た
第
六
四
回
国
際
東
方
学
者

会
議
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ソ
グ
ド
人
研
究
の
新
展
開 

―
北
朝
期
の
中
国
と
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ

の
ソ
グ
ド
人
の
実
像
」
に
お
け
る
報
告
「
戦
乱
の
中
の
ソ
グ
ド
人 

―
漢
文
墓
誌
よ
り
描
く

六
世
紀
華
北
分
裂
期
の
ソ
グ
ド
人
」
に
基
づ
く
。


